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第３章 労働組合の資格審査等 

 
第１節 資格審査の概況 

 
１ 新規係属件数 

令和３年中に全労委に係属した新規係属件数は 479 件で、２年に比べ

96 件減少した。 

新規係属件数を事由別にみると、不当労働行為の救済申立てに伴うもの

が 298 件で、２年に比べ 46 件減少している。なお、全体に占める割合は

62％となっている。（第 40 表及び巻末統計表第 20 表参照） 

 

 

このほか、委員推薦が 128 件で 40 件の減少、法人登記に伴うものは 47

件で９件の減少、総会決議に伴うものが６件で２件増加している。 

そのうち、中労委における新規係属件数は 59 件で、全て不当労働行為

の再審査申立てに伴うものとなっている（巻末統計表第 22 表参照）。 

 

２ 審査 

令和２年からの繰越件数 515 件、新規係属件数 479 件の合計 994 件の

うち、適格決定 292 件、取下又は打切 161 件、不適格２件で合計 455 件が

終結し、539 件が４年に繰り越された（巻末統計表第 20 表参照）。 

適格決定がなされた 292 件の内訳は、委員推薦に伴うもの 126 件、不当

労働行為救済申立てに伴うもの 122 件、法人登記に伴うもの 37 件、総会

決議に伴うもの７件、労働協約の拡張適用に伴うもの０件となっている

（巻末統計表第 21 表参照）。 

そのうち、労委規則第 24 条に基づき要件補正の勧告をしたものは２件

第40表　資格審査新規係属事由別件数及び構成比率（全労委）
（単位：件、％）

573 554 492 575 479 100 100 100 100 100
委 員 推 薦 140 170 124 168 128 24 31 25 29 27
不 当 労 働 行 為 380 321 325 344 298 66 58 66 60 62
法 人 登 記 52 58 40 56 47 9 10 8 10 10
総 会 決 議 1 5 3 4 6 0 1 1 1 1
協 約 拡 張 適 用 0 0 0 3 0 - - - 1 -

（注）　令和元年年報において、平成30年における件数を修正したため、平成30年の数値とは一致しない。

２

新 規 係 属 件 数

内

訳

29 30 元

区 分 件数 構成比率

　　　　　　　　年
事項

29 30 ３元 ２ ３
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組合は、①Ａは入社以来、セクハラやパワハラを受けてきた。精神的に追

い詰められ、会社に行くことができなくなった、②２回の団交を実施したが、

会社は職場でのハラスメントの実態を認識していながらその事実を認めず、

防止対策について言及することもなかった、などと主張した。 

一方、会社は、①Ａに対するセクハラやパワハラの実態はなく、その証拠

もない。団交の中でハラスメントがあったことを確認できるものを組合に要

求したが、提出がなかった、②就業規則は平成○年度に制定したまま、その

後の法改正に対応した内容にはなっていない。ハラスメント対策に関して、

就業規則に不備があることは自覚している、などと主張した。 

あっせん員（公労使各１名）が指名され、あっせんが開催された。 

あっせん員が労使双方から事情を個別に聴取したところ、組合は、事前調

査と同様にＡに対するセクハラやパワハラがあった旨を主張した。一方、会

社は、①事前調査と同様にＡに対するセクハラやパワハラはなかった、②組

合と団体交渉が続くことになっても基本的なスタンスを変えることはない、

などと主張した。また、Ａの傷病手当金の申請には協力するつもりと提案し

ながらも、組合の交渉態度への不信感から、ハラスメントの事実を認めるこ

とや金銭の支払により解決することには難色を示していた。そこで、あっせ

ん員が、会社に対しハラスメントに目をそらすことなく向き合うことの大切

さについて説示したところ、会社はハラスメント対策について勉強不足であ

ったことを認めた。また、あっせん員は、会社が今後ハラスメント対策を盛

り込んだ就業規則の改正等を行うことに異論がないことを確認した。 

その上で、あっせん員が次の協定書案を提示したところ、労使ともにこれ

を受諾し、あっせん員立ち会いのもと協定を締結して、３年９月、本件は解

決した。 

「１ 会社は、社内マネジメントが十分でなく、会社として配慮に欠けてい

た点について遺憾の意を表し、今後はハラスメント対策を盛り込んだ就

業規則の改正等を行い、再発防止を図る。 

     ２ 会社は、Ａの傷病手当金の申請にかかる手続に協力する。 

     ３ 組合及び会社は、本協定書に定める以外の債権・債務が何ら存在しな

いことを相互に確認し、今後一切争わないこととする。」 

- 190 - - 191 -



 

- 193 - 

 

ルタイム労働者」を「同種の労働者」として問題ないこと、③「同種の労

働者」の「大部分」が本件協約の適用を受けていること、④本件協約は、

「一の労働協約」に該当すること、(2)本件協約の拡張適用を行うことは

妥当であること、(3)拡張適用の期間は、令和４年４月１日から令和５年

５月 31 日までとすべきであること、などが記載されている。 

なお、報告書の末尾には、小委員会の議論の過程で、一部の委員から、

本件協約の拡張適用を行うことの妥当性に関し、「全国展開で原則全国同

一労働条件で運営している企業同士を対象に、地域を限って地域的拡張適

用をすることは、法第 18 条の適切な適用か。当該地域における競業企業

の排除や新規参入排除のための利用が心配される」などとする意見があっ

た旨が記載されている。 

 

２ 総会における審議及び決議 

小委員会報告書に基づき決議（案）が作成され、令和３年７月 21 日の

第 1807 回定例総会に小委員会報告書とともに提出され、同総会及び同年

８月４日の第 1808 回定例総会において、決議（案）についての審議が行

われた。 

その審議を経て、令和３年８月４日の第 1808 回定例総会において、決

議（案）について議決が行われた結果、決議（案）を可とするものが否と

するものを上回り、決議（案）は可決された。 

決議における主文は次のとおりである。 

主文 

令和２年４月 22 日付けでＵＡゼンセンヤマダ電機労働組合、ケーズホ

ールディングスユニオン及びＵＡゼンセン デンコードーユニオンと株

式会社ヤマダ電機、株式会社ケーズホールディングス及び株式会社デンコ

ードーとの間で締結された別紙「年間所定休日に関する労働協約」は、下

記により拡張適用することが適当である。 

１ 適用する労働協約の条項 

  別紙「年間所定休日に関する労働協約」第２条から第８条までの各

条項 

  ただし、第２条（１）中「次のアからエまで」とあるのは「次のア」

とし、同（１）イからエまでを削り、第８条第１項中「２０２０（令

和２）年６月１日から２０２３（令和５）年５月３１日までの３年間」

とあるのは「令和４年４月１日から令和５年５月３１日までの間」

と、同条第２項中「２０２０（令和２）年６月１日」とあるのは「令
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である（巻末統計表第 22 表参照）。 

 

 

第２節 労調法第 37 条違反被疑事件 

 

労調法第 37 条違反被疑事件（公益事業の争議行為の予告違反被疑）に

ついてみると、前年からの繰越事件、令和３年の新規係属事件はともにな

かった（巻末統計表第 23 表参照）。 

 

 

第３節 労働協約の拡張適用 

 

労組法第 18 条に基づく労働協約の拡張適用についてみると、前年から

の繰越が１件あり、下記のとおり中労委で審議され、令和３年に終結した

（巻末統計表第 24 表参照）。 

 

１ 小委員会における審議 

（小委員会における審議） 

UA ゼンセンヤマダ電機労働組合、ケーズホールディングスユニオン及

び UA ゼンセン デンコードーユニオンが、令和２年４月 22 日付けで株

式会社ヤマダ電機、株式会社ケーズホールディングス及び株式会社デンコ

ードーと締結した「年間所定休日に関する労働協約」（以下「本件協約」

という。）に関して、同年８月７日付けで行った拡張適用の申立てについ

て、引き続き小委員会における審議が行われた。 

小委員会は、令和２年 10 月７日から令和３年７月 13 日まで 14 回（令

和３年においては 12 回）開催され、協約当事者である組合、使用者等か

らヒアリングを行うなどして事実関係の調査が行われ、その結果を踏まえ

て、本件申立てが労組法第 18 条に規定する要件等を満たすかどうか等に

ついて慎重に審議が行われた。 

（小委員会報告書） 
令和３年７月 13 日の小委員会において、小委員会の調査審議の結果が

報告書としてとりまとめられた。小委員会の判断として、(1)労組法第 18

条第１項に規定する要件について、①「一の地域」は、茨城県の県域（本

件協約の適用地域から、千葉県内、栃木県内及び福島県内の市町村を除い

た地域）とすること、②本件協約の定める「大型家電量販店の無期雇用フ
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ルタイム労働者」を「同種の労働者」として問題ないこと、③「同種の労

働者」の「大部分」が本件協約の適用を受けていること、④本件協約は、

「一の労働協約」に該当すること、(2)本件協約の拡張適用を行うことは

妥当であること、(3)拡張適用の期間は、令和４年４月１日から令和５年

５月 31 日までとすべきであること、などが記載されている。 

なお、報告書の末尾には、小委員会の議論の過程で、一部の委員から、

本件協約の拡張適用を行うことの妥当性に関し、「全国展開で原則全国同

一労働条件で運営している企業同士を対象に、地域を限って地域的拡張適

用をすることは、法第 18 条の適切な適用か。当該地域における競業企業

の排除や新規参入排除のための利用が心配される」などとする意見があっ

た旨が記載されている。 

 

２ 総会における審議及び決議 

小委員会報告書に基づき決議（案）が作成され、令和３年７月 21 日の

第 1807 回定例総会に小委員会報告書とともに提出され、同総会及び同年

８月４日の第 1808 回定例総会において、決議（案）についての審議が行

われた。 

その審議を経て、令和３年８月４日の第 1808 回定例総会において、決

議（案）について議決が行われた結果、決議（案）を可とするものが否と

するものを上回り、決議（案）は可決された。 

決議における主文は次のとおりである。 

主文 

令和２年４月 22 日付けでＵＡゼンセンヤマダ電機労働組合、ケーズホ

ールディングスユニオン及びＵＡゼンセン デンコードーユニオンと株

式会社ヤマダ電機、株式会社ケーズホールディングス及び株式会社デンコ

ードーとの間で締結された別紙「年間所定休日に関する労働協約」は、下

記により拡張適用することが適当である。 

１ 適用する労働協約の条項 

  別紙「年間所定休日に関する労働協約」第２条から第８条までの各

条項 

  ただし、第２条（１）中「次のアからエまで」とあるのは「次のア」

とし、同（１）イからエまでを削り、第８条第１項中「２０２０（令

和２）年６月１日から２０２３（令和５）年５月３１日までの３年間」

とあるのは「令和４年４月１日から令和５年５月３１日までの間」

と、同条第２項中「２０２０（令和２）年６月１日」とあるのは「令
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である（巻末統計表第 22 表参照）。 

 

 

第２節 労調法第 37 条違反被疑事件 

 

労調法第 37 条違反被疑事件（公益事業の争議行為の予告違反被疑）に

ついてみると、前年からの繰越事件、令和３年の新規係属事件はともにな

かった（巻末統計表第 23 表参照）。 

 

 

第３節 労働協約の拡張適用 

 

労組法第 18 条に基づく労働協約の拡張適用についてみると、前年から

の繰越が１件あり、下記のとおり中労委で審議され、令和３年に終結した

（巻末統計表第 24 表参照）。 

 

１ 小委員会における審議 

（小委員会における審議） 

UA ゼンセンヤマダ電機労働組合、ケーズホールディングスユニオン及

び UA ゼンセン デンコードーユニオンが、令和２年４月 22 日付けで株

式会社ヤマダ電機、株式会社ケーズホールディングス及び株式会社デンコ

ードーと締結した「年間所定休日に関する労働協約」（以下「本件協約」

という。）に関して、同年８月７日付けで行った拡張適用の申立てについ

て、引き続き小委員会における審議が行われた。 

小委員会は、令和２年 10 月７日から令和３年７月 13 日まで 14 回（令

和３年においては 12 回）開催され、協約当事者である組合、使用者等か

らヒアリングを行うなどして事実関係の調査が行われ、その結果を踏まえ

て、本件申立てが労組法第 18 条に規定する要件等を満たすかどうか等に

ついて慎重に審議が行われた。 

（小委員会報告書） 
令和３年７月 13 日の小委員会において、小委員会の調査審議の結果が

報告書としてとりまとめられた。小委員会の判断として、(1)労組法第 18

条第１項に規定する要件について、①「一の地域」は、茨城県の県域（本

件協約の適用地域から、千葉県内、栃木県内及び福島県内の市町村を除い

た地域）とすること、②本件協約の定める「大型家電量販店の無期雇用フ
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第２編 行政執行法人関係審査・調整等の概要 

 

第１章 不当労働行為の審査 

 
第１節 不当労働行為審査の概況 

 
令和３年は、行政執行法人関係の不当労働行為事件の取扱いはなかった。 

 
 
第２節 行政訴訟事件の概況 

 
令和３年中に取り扱った行政執行法人関係の行政訴訟事件数は、０件である。 

 

- 194 - 

 

和４年４月１日」とする。 

２ 適用する地域 

  茨城県全域 

３ 適用する使用者及び労働者 

  ２に記載する地域内において、別紙「年間所定休日に関する労働協

約」第２条（２）に定める「大型家電量販店」に該当する店舗を営む

事業主及び当該事業主に雇用される労働者のうち、同条（６）に定め

る「適用対象労働者」に該当する者 

４ 拡張適用の期間 

  令和４年４月１日から令和５年５月３１日まで 

 

３ 厚生労働大臣の決定・公告 

厚生労働大臣は、中央労働委員会の決議を受けて、令和３年９月 22 日

に官報に公告し、労働協約の拡張適用の決定を行った。 
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